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22１ はじめに

○ 本資料では、第5回需給調整市場検討小委員会（2018.7.31）で整理された論点のうち、
二次調整力①の広域運用に向けた対応として、「6-1 1社目の中給システムの抜本的な
改修において反映すべき中給改修項目の整理」において抽出された「中給システムの
抜本的な改修が必要となる項目」に対する検討状況を報告する。

2018.7.31 第5回 需給調整市場小委員会 資料3より抜粋



33（参考）中給システムの抜本的な改修が必要となる項目

2018.7.31 第5回 需給調整市場小委員会 資料3より抜粋



44２ 制御方式・演算周期等の統一要否の検討 【背景①】

○ 現在、周波数制御（LFC制御：二次調整力①相当）はエリア毎に実施されており、各
発電機への制御方式（パルス、指令値等）や、中給システムのLFC演算周期・制御周期
はエリア毎に異なっている。

○ 二次調整力①の広域運用については、広域需給調整システム（運用）へのモジュール
追加・変更で対応すると整理。

○ 二次調整力①は数秒オーダーの短時間の領域であり、各エリアの中給システムのLFC
演算周期・制御周期がずれている状態でエリアを跨いで広域運用を行うと、一方のエリ
アで上げ調整、別のエリアで下げ調整等が発生し、周波数品質が悪化する可能性がある。

○ そのため、二次調整力①の広域運用の実現には、広域需給調整システム（運用）への
モジュール追加・変更を行うとともに、厳密には各エリアの中給システムのLFC演算
周期・制御周期の統一を図る必要があると考えていた。

○ 中給システムからエリア内の発電機を制御する制御方式（パルス、指令値等）について
も、各エリアのLFC演算周期・制御周期に合わせた制御方式になっている可能性があり、
全てのエリアで周期を合わせるには制御方式も変更を要する場合もある。

○ また、こうすることで、調整力供出事業者は全国どのエリアでも同じ方式で接続可能と
なり、事業者の参加機会拡大にも繋がる。

○ 二次調整力①の広域運用に向け、中給システムのリプレースに合わせた抜本改修により
制御方式・制御周期等を統一（以降、仕様統一案）の検討を進めていた。



55（参考）システム構成（将来の拡張機能）

2018.3.30 第2回 需給調整市場小委員会 資料5より抜粋



66（参考）二次調整力①の広域運用への対応

2018.4.27 第3回 需給調整市場小委員会 資料4より抜粋



77２ 制御方式・演算周期等の統一要否の検討 【背景②】

○ 仕様統一案（中給システムのリプレースに合わせた抜本改修により制御方式・制御周期
等を統一）による二次調整力①の広域運用の実現には、各エリアの中給システムのLFC
演算周期・制御周期、発電機への制御方法（パルス、指令値等）を統一するための抜本
改修だけでなく、調整力を供出する発電機側も含めた制御システム全体の改修が必要と
なるため、相当の期間とコストを要するという課題もあった（2020＋Y年度）。

○ 各エリアの中給システムのLFC演算周期・制御周期、発電機への制御方式が異なる状態
で二次調整力①の広域運用を行うと、周波数品質が悪化する可能性があるが、二次調
整力①の広域運用の早期実現に向けた検討を進めていく中で、

 シミュレーションによって、それが許容される範囲なのか
 限定的な範囲（一部のエリアのみ等）での改修によって対応可能なのか

等を検討してはどうかと考えるに至った。

○ 今回、二次調整力①の広域運用に向けて、中給システムの抜本改修なしで、各エリアの
現在の制御方式を活用する案（以降、現状活用案）の検討を提案。



88２ 制御方式・演算周期等の統一要否の検討 【現状活用案の検討】

○ 現状活用案（中給システムの抜本改修なしで、各エリアの現在の制御方式を活用）の
検討として、中給システムのLFC演算周期・制御周期、発電機への制御方式が異なる
状態で、二次調整力①の広域運用を行った場合の、周波数品質への影響について、
シミュレーションによって評価。

○ それが許容される範囲なのか、限定的な範囲（一部のエリアのみ等）での改修により
対応可能なのか等を検討。

○ もし、現状活用案で周波数品質への特段の悪影響がなければ、二次調整力①の広域運
用開始が大幅に前倒し可能となる。

○ この検討には期間を要するため、1エリア目の抜本改修時期が遅れる可能性があるが、
9エリアの改修が完了する時期には影響を与えない※と考えている。

※ 広域需給調整システムに追加するモジュールについて、現状活用案と仕様統一案との間に
モジュールの仕様に大きな差がないと考えており、システム開発等に影響を与えない見込み

（確認事項）
今回提案させていただいた現状活用案（中給システムの抜本改修なしで、各エリアの
現在の制御方式を活用）の検討を、シミュレーションを含め行うことでよいか。



99（参考）二次調整力①の広域運用開始時期

２ 制御方式・演算周期等の統一要否の検討当初考えていたスケジュール 今回提案

2020
＋

X～Y年度

2020
+Y年度

現状活用案：中給抜本改修なし
(各エリアの現在の制御方式の活用)

◯ 二次調整力①広域運用の早期実現による調整力コスト低減

▲ 周波数品質悪化の虞

仕様統一案：中給システムのリプレースに合わせた抜本改修
(LFC制御・演算周期および各発電機制御方式の統一)

◯ 現状と同程度の周波数品質※

◯ 事業者の参加機会拡大

※仕様統一による悪影響が無いかの検討要



1010２ 制御方式・演算周期等の統一要否の検討 【検討の進め方①】

（１）現状活用案の検討を行う場合

⇒具体的な広域調達、広域運用の方法に係るシステム面の検討、周波数面の影響
評価（シミュレーションによる評価）などの検討を進めていく。

⇒（検討の結果、課題解決が可能であれば）二次調整力①の広域運用開始が大幅に
前倒し可能に。

⇒現状活用案（中給システムの抜本改修なし）の実現を目指す場合においても、
更なる将来に向けては、仕様統一案（中給システムのリプレースに合わせた
抜本改修）の検討は進めていく。

［仕様統一案の検討を進めていく理由］

 制御方式・演算周期等の統一を目指すことで、技術的にはスムーズな運用
（周波数品質面でもより良い方向）を目指すことができる可能性がある。

 調整力供出事業者にとっては、全国どのエリアでも同じ方式で接続可能と
なり、事業者の参加機会の拡大にもつながる。



1111

仕様統一案の検討に関しては、以下の観点でのチェックが必要。

 制御方式・演算周期等の統一により、想定外の擾乱※（周波数品質面での
悪影響など）が発生しないか。

 費用対効果面。

 制御方式・演算周期等の統一に向けて、発電所側で従来型と新型が混在す
る期間の技術的課題の整理等。

⇒ 今後も本小委員会の議論を踏まえ、引き続き詳細検討を進めていく。

※例えば5秒周期で統一した場合に5秒の倍数での共振などが発生しないか、逆に方式が多様な方が
周波数が安定ではないか等をチェックする。

２ 制御方式・演算周期等の統一要否の検討 【検討の進め方②】

（２）現状活用案の検討を行わない場合

⇒仕様統一案（中給システムのリプレースに合わせた抜本改修）の検討を行う。

（各エリア制御方式統一を目指す。）



1212（参考）中給システムの仕様差異の現状調査

○ 二次調整力①の広域運用に関する各エリアの中給システムの以下の仕様差異を調査した。

中給
システム

発電機A

発電機B

発電機Z
①演算周期

②制御周期

③指令方法

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

①演算周期 ３秒 5秒 1秒 5秒 2秒 0.5秒 2秒 2秒 5秒 2秒

②制御周期 ３秒 5秒 1秒
10秒
※1

30秒 0.5秒 10秒
20秒
※4

5秒 2秒

③指令方法 指令値 指令値 パルス
パルス
※2

指令値
パルス
※3

指令値 指令値 指令値 指令値

※1：ARがある閾値以上になると5秒
※2：一部他社水力に数値指令あり

③指令方法の「パルス」とは、調整力の出力を増加(減少)させる場合は
上げ(下げ)出力の信号を目的値に達するまで出す方式。また、指令方法
（指令値、パルス）は同様でも、各社により「配分対象の考え方」、「指令
の送信方法」等の詳細仕様は異なる。

※3：10秒継続又は積分量超過にて制御出力
※4：指定により、5秒に切替可能

①演算周期：中給システム内での演算の周期

②制御周期：発電機への制御指令の送信周期

③指令方法：発電機への指令方法

各エリアのLFC制御に関する仕様



1313（参考）中給システムの仕様の検討項目例

○ なお、制御方式等の統一については、中給システム（ソフトウェア、ハードウェア）
の検討だけでなく、発電所への伝送方法や、発電機制御盤との信号の引渡し方法、
仕様統一による既設発電機の改造要否などの検討が必要になると考えられ、詳細は
以下のとおり。

【制御ブロック概念図と仕様統一の検討が必要となる項目（例）】

●伝送部

・伝送遅延時間

・伝送方式

・伝送装置(親)の
接続最大数

●中給システム内

・演算(ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ)周期

・制御(配分)周期

・配分方法

・指令方法

・AR算出方法

・LFC、EDC出力方法
（一括/個別）

・制御最大数

●発電機側

・信号種別およびインターフェース

・受信周期

・制御（配分）周期

・発電機制御盤の接続最大数

中給
システム

伝送
装置

（親）

伝送
装置

（子）

発電機
制御盤

発電機

中給システム側 発電機側

伝送部



1414（参考）LFC（負荷周波数制御）

2015.6.12 第2回 調整力等に関する委員会 資料3-1より抜粋



1515（参考）LFCとEDC（経済負荷配分制御）の協調制御（中部電力のケース）

2015.6.12 第2回 調整力等に関する委員会 資料3-1より抜粋



1616３ 単価登録の細分化、Ｖ１／Ｖ２による直接的な運用、中給制御の最大数

○ 「単価登録の細分化」、「V1/V2による直接的な運用」、「中給制御の最大数」に
ついても、本小委員会の議論状況を踏まえ、中給システムの改修内容を検討する。

2018.7.31 第5回 需給調整市場小委員会 資料3より抜粋



17３－１ 単価登録の細分化のイメージ

○ 現状の中給は、あらかじめ発電機ごとに登録された単価(各1種類)に基づき、各発電機
の増分燃料費(kWh単価)が等しくなるよう経済負荷配分制御を行っている。

○ 意見募集において、単価登録の細分化(時間帯別のkWh単価の登録)の要望があったが、
現状システムでは、時間帯別に異なる単価を認識し自動制御することが難しい。

○ このため、当面は週間段階で単価を事業者に登録していただくことが必要。
しかし、単価登録の細分化により安い調整力の活用が見込まれ、調整力コスト低減に
寄与することから、以下に示すイメージの単価登録細分化について、検討を進めていく。

○ 中給システムへの単価登録の自動化や、時間帯別に異なる単価の調整力の自動制御に
ついては、抜本改修を必要としない改修方法について、検討を進めていく。

【現在】

時間帯毎に設定

0:00-0:30
0:30-1:00

1:00-1:30
1:30-2:00

2:00-2:30

上段：V1（上げ調整単価）
下段：V2（下げ調整単価）[円/kWh]【細分化後】



18３－２ V1/V2による直接的な運用

○ 現状の中給システムでは、2次曲線(ａｂｃ定数にて２次曲線を表現)から出力に対する
燃料費を認識し、そこから算出された燃料単価カーブに基づいて経済負荷配分を実施
している。

○ 現在、事業者からは発電機の出力帯毎にV1/V2単価を受領するとともに、実運用では、
中給システムで演算可能な2次曲線を表すための係数(ａｂｃ定数)を用意している。

○ 事業者から受領したV1/V2単価により、直接的にメリットオーダー運転を行うには
中給システムの抜本改修が必要と考えており、実現するための方式について、検討を
進めていく。

出力（MW）

kWh単価
（円/kWh）

①V1単価
（出力帯毎に階段状）

②中給システムにて用いる
燃料単価カーブ

【V1単価と中給の燃料単価カーブのイメージ】
※ V1：上げ調整力単価

V2：下げ調整力単価

【事業者から受領】
【①を元に中給で作成】



19（参考）現中給システムによる経済負荷配分

2018.5.23 第4回 需給調整市場小委員会 資料3より抜粋



20３－３ 中給制御の最大数

○ 現状、中給システムの制御最大数(制御可能な上限値)により、オンライン接続可能な
空き制御数は次スライドのとおり。

○ 最低入札量の引き下げに伴い新規参入事業者が増加すると考えられるので、当面は先
着優先で実施することとし、制御最大数の拡大に関して中給システムの抜本改修等が
必要なエリアについては、中給システムのリプレース等のタイミングに合わせて検討
を進める。

○ なお、簡易指令システムは、中給システムの制御最大数の影響を受けないことから、
簡易指令システムにて接続される参入事業者については、中給システムの空き制御数
に関係なく接続可能である。



21（参考）中給システムの制御最大数に関する現状調査

北海道 東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

中給システムの
制御最大数

128 128 512
(1024※1)

209 24
(40※1)

120 80 80 256 64

現在の制御数※2 34 98 193 52 23 27 69 23 222 34

空き制御数※2 94 30 319
(831※1)

157 1
(17※1)

93 11 57 34 30

ネック箇所※3 中給
システム

伝送
装置

中給
システム

中給
システム

伝送
装置

伝送
装置

中給
システム

中給
システム

中給
システム

中給
システム

※1：2019年度中に制御可能数の増強予定あり。増加後の数を（ ）内に示す。
※2：・現在中給と接続しているオンライン調整電源は、1つの調整電源で複数の制御数を使用することもある。

・制御可能数を増やす場合の改修は、中給システムの抜本改修や大規模改修が必要となるが、各エリアの申込み状況等
に応じて対応を検討していく。

・簡易指令システムは、中給システムの空き制御数に関係なく接続可能。
※3：中給システムの制御最大数となるネック箇所。（伝送装置の場合、接続最大数がネック箇所となる）

【制御ブロック概念図と仕様統一の検討が必要となる項目（例）】



2222４ 検討のスケジュール

○ 各エリアの中給システムのリプレース時期を勘案しつつ、シミュレーション等を通じて、
中給システムの改修内容等の検討を進めていく。

2018 2019 2020 2021 2022 2023

制
御
方
式
・
演
算
周
期
の
検
討

現状活用案の検討

仕様統一案の検討

単価登録細分化の検討

V1/V2による
直接的な運用の検討

中給制御の最大数の検討

システム仕様検討

シミュレーション分析

システム仕様検討

シミュレーション分析

＜検討スケジュール（現状活用案の検討を行う場合）＞



2323（参考）当面の検討スケジュール

2018.5.23 第4回 需給調整市場小委員会 資料3より抜粋


